
回　　　　答

明細書第2号において鋼矢板圧入作業は時間的制約を著しく受ける場
合
に該当すると思われますが設計変更の対象となるのでしょうか。
ご教示ください。
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1 代価表第27号　建設汚泥の処分先をご教示ください。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 緑地北側線（新石橋）改修工事

協議により設計変更の対象となります。

明細書第2号において油圧式杭圧入機据付・解体を1回計上しています
が
施工条件を考えると複数回必要になると思われますが設計変更の
対象となるのでしょうか。ご教示ください。
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作業時間は22時から翌日6時までを想定していますので、時間的制約を著
しく受ける場合には該当しないと考えています。
但し、現場状況等により上記により難い場合は、協議により設計変更の対
象となります。

質疑事項


